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睦沢町立睦沢中学校校舎建設事業
実施方針　新旧対照表

Ｎｏ 頁 第1章 1 (1) 1) 項目等 修正前 修正後

1 5 第1章 1 (12) 1) １）施設整備費
本町は、本施設の引き渡し後、本施設の設計及び建設・工事監理
業務に係るサービスの対価について、設計建設工事請負契約書に
定める額を、年度毎に支払う。

本町は、本施設の設計及び建設・工事監理業務に係るサービスの
対価について、設計建設工事請負契約書に定める額を、年度毎の
出来高に応じて支払う。

2 10 第2章 3 (2) 1)
１）設計業務を

行う者
c.

平成28年３月31日から令和８年４月１日までの間に完了した、延べ
面積3,000㎡以上の官公庁が発注した小学校又は中学校の基本設
計業務及び実施設計業務実績を有していること。

平成28年３月31日から令和８年４月１日までの間に完了した、延べ
面積（増築の場合は、増築部分の面積に限る。）3,000㎡以上の官
公庁が発注した小学校又は中学校の新築又は増築工事における
基本設計業務及び実施設計業務実績を有していること。

3 11 第2章 3 (2) 2)
２）建設業務を

行う者
d.

平成28年３月31日から令和８年４月１日までの間に完了した、延べ
面積1,500㎡以上の官公庁が発注した小学校又は中学校の建築工
事実績を有していること。

平成28年３月31日から令和８年４月１日までの間に完了した、延べ
面積（増築の場合は、増築部分の面積に限る。）1,500㎡以上の官
公庁が発注した小学校又は中学校の新築又は増築工事実績を有
していること。

4 12 第2章 3 (2) 3)
３）工事監理業

務を行う者
c.

平成28年３月31日から令和８年４月１日までの間に完了した、延べ
面積1,500㎡以上の官公庁が発注した小学校又は中学校の建築工
事における工事監理実績を有していること。

平成28年３月31日から令和８年４月１日までの間に完了した、延べ
面積（増築の場合は、増築部分の面積に限る。）1,500㎡以上の官
公庁が発注した小学校又は中学校の新築又は増築工事における
工事監理実績を有していること。

5 17 第4章 1 ⑦インフラ
インフラの引き込みに当たり負担金が必要となる場合、及び、新校
舎の配置計画により必要となる既設インフラの切り回しや移設等に
関する費用は事業者が負担すること。

ただし、インフラの引き込みにより発生する開発負担金、敷地外の
工事負担金及び設置基数による負担金は本町が負担する。新校舎
の配置計画により必要となる既設インフラの切り回しや移設等に関
する費用は事業者が負担すること。



睦沢町立睦沢中学校校舎建設事業
要求水準書　新旧対照表

Ｎｏ 頁 章 1 (1) ① ア a 項目等 修正前 修正後

1 9 第1章 5 (1) ⑦ ⑦インフラ
インフラの引き込みに当たり負担金、及び、新校舎の配置計画
により必要となる既設インフラの切り回しや移設等に関する費
用は事業者が負担すること。

ただし、インフラの引き込みにより発生する開発負担金、敷地
外の工事負担金及び設置基数による負担金は本町が負担す
る。新校舎の配置計画により必要となる既設インフラの切り回
しや移設等に関する費用は事業者が負担すること。

2 34 第2章 2 (2) ① エ f
f　廊下・階段

（a)
廊下・階段は、採光や通風に配慮して窓を適切に配置するこ
と。なお、廊下幅は 3.5m 程度（前後１０％以内）とすること。

廊下・階段は、採光や通風に配慮して窓を適切に配置するこ
と。なお、廊下幅は3.5m程度（下限１０％以内、上限指定なし）と
すること。


